
委 託 業 務 仕 様 書 

 
１ 件 名  令和５年度桜川市高齢者配食サービス事業 
 
２ 委託業務の内容   

日常生活を営む上で支援が必要な７５歳以上のひとり暮らしの高齢者等に対

し、栄養のバランスが取れた食事を提供することにより、健康の保持を図ると

ともに安否確認を行う。 
① 対象者 

（１） ひとり暮らしで、心身の障害等により食事の確保が困難な 7５
歳以上の者 

（２） 市長が特に必要であると認める者 
② 業務内容 

（１） 栄養バランスの取れた食事の調理、提供を行う。 
（２） 事業の実施前に利用者と連絡を取り、利用者の希望の確認やメ

ニューの説明等を行う。 
（３） 食事の受け渡しは原則として手渡しで行うものとし、その際に

利用者の安否確認を行う。 
（４） 配食時に利用者に異常を発見した場合は、速やかに関係機関へ

連絡する。また、その場合は事後速やかに市に電話等で報告する。 
（５） 衛生管理の徹底を行う。 
（６） その他必要な連絡調整を行う。 

③ 実施日時等 
（１） 毎週月曜日から金曜日までの、週２回を限度として利用者の自

宅へ食事を配達する。ただし、事業者の休業日は除く。 
（２） 夕食に対応できるよう午後６時までに配食を完了するものとす

る。 
（３） 悪天候、災害等で配達が遅れる場合、臨時で休業する場合等に

は、利用者へ連絡を行うこと。 
④ 報告等 

受託者は、配食サービスを実施したときは、毎月１日から末日までの

報告を翌月の１０日までに桜川市高齢者配食サービス事業利用状況報告

書兼請求書（別紙１）及び高齢者配食サービス事業利用者名簿（別紙２）

に請求月の献立表を添付して、市に報告すること。 
⑤ 料金設定 

 １食あたりの料金（消費税及び地方消費税を含む）は、次のとおりとす

ること。 
 



 
 
 
 

⑥ 利用者負担金の徴収 
 受託者は、利用者から本市の負担金を差し引いた金額を徴収すること。

なお、利用者等の事情により徴収できない場合、その損失について市は補

償しない。 
 

⑦ 関係帳票の整備 
受託者は、次の任意の帳票を整備するとともに、市が提出を求めた場

合、随時提出できるようにすること。なお、帳票の保存期間は５年とする。 
（１） 配食実施表（利用者名、利用者住所、利用日、配達担当者等がわか

るもの） 
（２） 献立表 
（３） 利用料徴収関係書 
（４） 衛生管理関係書 
 

 
３ 支 払 方 法   

当該月の翌月払いとし、１食あたりの市負担金に当該月の配食数を乗じた金

額を口座振込とする。 
 
 
４ そ の 他 

① 関係法令等 
    本委託業務の受注者は、委託契約書及び本委託業務仕様書並びに関係

法令に基づいて業務を行わなければならない。また、これらに明記なき

事項については、発注者の監督員と協議の上、その指示を受けるものと

する。 
② 資料等の貸与等 

    本委託業務の遂行上、調査すべき諸事項は、受注者自らが行うが、既

調査資料または文献等、発注者が保有しているもので、業務の遂行上必

要なものは貸与する。受注者が資料等の貸与を受ける場合は、そのリス

トを作成し、貸与された資料は委託業務完了時に全て発注者へ返却する

ものとする。 
③ 打合せ及び議事録 

受注者は、業務の着手に先立ち十分な打合せを行い、また業務中にも

必要な都度協議を行い、目的達成に努めるものとする。また、打合せ完

了後は議事録をその都度提出するものとする。 

一食当たりの弁当代       市負担金 

（委託料）      

利用者自己負担金 

５００円を下限とする  ３００円    市負担金を差引いた

額 



④ 業務管理 
    受注者は、業務の円滑な進捗を図るため十分な経験を有する技術者を

配置し、発注者の承諾を得て外部専門家を雇用することができる。主任

技師は、業務の全般にわたり、技術的管理を行うものとする。 
⑤ 疑義の解決 

    本委託業務仕様書に記載の事項に疑義が生じた場合、受注者は発注者

と十分な打合せまたは協議を行い、業務の遂行に支障が生じぬよう努め

なければならない。 
 
 
 
 
 


